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地域課題解決型しまね起業支援事業費補助金Ｑ＆Ａ 
 

【申請対象者・要件等について】 

Q：どのような事業が対象なのですか？ 

A：本補助事業は、島根県内の各市町村における地域課題解決を目的としています。申請され 

る事業が起業予定地の地域課題解決につながる事業であるか、まずは市町村窓口にて相談 

ください。 

（申請スキーム図、各市町村窓口は、公募要領に掲載していますのでご覧ください） 

 

Q：どのような事業形態が対象なのですか？ 

A：個人事業、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利

法人（ＮＰＯ）等が対象となります。これ以外の事業形態につきましては、事務局へご

相談ください。なお、任意団体は対象となりません。 

 

Q：どのような業種が対象なのですか？ 

A：基本的には、地域の課題解決に資する社会的事業に取り組む起業者等の支援を目的としてい

ますので幅広い業種に対応したいと考えておりますが、下記の事業については補助対象外と

します。 

   ・公序良俗に反する事業 

  ・公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業（風俗営業等の規制

及び業務の適正化等に関する法律第２条において規定する風俗営業等） 

 

Q：既に開業（開業届提出済、法人設立登記済）していますが、今回の対象となりますか？ 

A：公募開始日以前に、事業を行う法人等の設立あるいは個人として開業届を行っている者は

対象となりません。 

 

Q：公募開始日以降であれば、補助対象者若しくは補助対象法人は開業してもいいですか？ 

A：開業しても差支えありません。 

ただし、補助金の対象となる期間は、補助金交付決定後からとなりますのでご注意く

ださい。 

 

Q：個人事業者が法人となる場合（法人成り）は、対象となりますか？ 

A：法人成りは対象となりません。 

ただし、新法人の事業内容が個人事業の既存事業とは明確に異なる新たな事業である 

と判断できる場合は対象となります。 

なお、個人事業者が法人となる場合（法人成り）は、新事業への事業転換が条件とな  

ります。また、申請者は個人となりますが、補助対象者は設立法人となります。 

 

Q：既存企業の社長が、個人として申請することは可能ですか？ 

A：既存企業の社長が、個人開業又は別法人を設立する場合は対象となります。 

ただし、今回実施する事業内容が、明確に異なる新たな事業であると判断できない場合は、 

対象となりません。また、新たな事業の経費が、既存事業の経費と明確に区分できない場合 

も対象となりません。 
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Q：事業承継・第二創業は対象となりますか？ 

A： Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野での事業承継又は第二創業に限り対象

となります。 

 

Q：個人事業で採択を受けた起業家等が、交付決定までに法人を設立した場合、対象となり

ますか？ 

A：対象となります。ただし、交付決定前に発生した費用は補助対象となりません。 

 

Q：個人事業として起業、その後法人化、両方とも補助対象期間中に行った場合でも、両方 

の費用が対象となりますか？ 

A：対象となります。 

 

Q：年齢や性別の制限はありますか？性別・年齢で不利・有利がありますか？ 

A：年齢や性別による制限や不利・有利はありません。 

 

 

【書類について】 

Q：申請書類はどこへ提出するのですか？ 
A：書類の提出は起業予定地にある商工会・商工会議所へ提出してください。 

  こちらでは、申請書の作成支援、起業に関する相談にも対応しています。 

 （問合せ先は、公募要領に掲載していますのでご覧ください） 

 

Q：個人事業主として開業した場合、創業を証明する書類は何が必要でしょうか？ 

A：個人事業を開業する場合、開業が確認できる書類として、 

①電子申告（e-Tax）をした際の日付・受付番号が印刷された開業届の写し 

②開業届の写し（受領日付・受付番号がないもの）に加え、電子申告した際の受信通知

（メール詳細）を添付 

③開業届以外の開業が確認できる公的書類の写し 

（県税事務所に提出し収受されたことがわかる開業届もしくは事業許認可を行う官公署に 

提出し承認されたことがわかる書類） 

④保有個人情報の開示請求により取得した開業届の写し（税務署に申請し取得）のいずれ 

かの提出が必要です。また、法人設立の場合は、履歴事項全部証明書の原本が必要とな 

ります。これらは、事業計画書等書類と一緒に申請時に提出いただきます。 

申請時に開業していない場合は、補助対象期間内に提出してください。 

 

Q：島根県外に住んでいますが、書類は何か必要でしょうか？ 

A：申請時に島根県外に居住している方は、本事業の補助事業期間完了日までに島根県内に居 

住することが必要条件となりますので、補助事業期間完了日までに移住することを誓約の 

上、事業計画申請書を提出してください。また、実績報告書提出時に島根県内に居住して 

いることを示す住民票の原本の提出が必要となります。 

 

Q：様式第２号事業計画書に記載する事業計画実施スケジュールが、予定通りいかない場 

合は問題がありますか？ 

A：虚偽の計画と見られないように、十分に検討を行い、計画書に記載してください。 

なお、補助事業が完了した日の属する年度及びその年度終了後 1 年以内に売上の計上がな 
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いなど、実態として、補助を受けた事業を実施していないと事務局が判断した場合は、補助 

金の返還となりますので、ご注意ください。 

 

Q：添付書類の県税納税証明書(未納の徴収金がない旨の証明)は、どのように入手すればよ 

いですか？ 

A：下記の県内の県民センターで入手できます。発行日から１ヶ月以内の原本を提出してく 

ださい。 

〔県民センター所在地等〕 

 

納税窓口 電話番号 管轄区域 

東部県民ｾﾝﾀｰ収納管理課 0852（32）5629 松江市・安来市 

〃   隠岐税務課 08512（2）9616 隠岐の島町・海士町 

・西ノ島町・知夫村 

〃   雲南事務所納税課 0854（42）9520 雲南市・奥出雲町・飯南町 

〃   出雲事務所納税 0853（30）5534 出雲市 

西部県民ｾﾝﾀｰ納税課 0855（29）5522 浜田市・江津市 

〃   県央事務所納税課 0854（84）9576 大田市 

〃    〃 川本駐在ｽﾀｯﾌ 0855（72）9516 川本町・美郷町・邑南町 

〃   益田事務所納税課 0856（31）9516 益田市・津和野町・吉賀町 

 

 

【補助対象事業について】 

Q：起業支援金の採択者が、上乗せで自治体独自の補助金を受けることは可能ですか？ 

また、制度融資の活用は可能ですか？ 

A：この補助金は、自治体（県・市町）独自の補助金との併給は可能です。 

ただし、対象経費の区分けが必要で、同一経費について複数の補助を受けることはで

きません。また、市町村の補助金を受ける（申請する）場合には、その内容（補助対 

象経費、金額等）についても事業計画書に明記してください。（各自治体の補助交付 

要綱の扱いにより、併給できない場合がありますので、各自治体の補助事業担当部署 

にお問い合わせください。） 

なお、国の補助・助成制度の対象となる事業に本事業を申請・供給することはできません 

のでご注意ください。 

制度融資を活用することは問題ありません。 

 

Q：会社の設立や個人事業主の届出をしたら補助事業終了となるのですか？ 

A：この補助金は、地域の課題の解決に資する社会的事業を実施していただくことを目的として 

いますので、単に会社の設立や個人事業主の届出を持って補助事業終了ではなく、事業期間内 

に事業計画の実施又は事業計画の実施準備を進めていただきます。実績検収により、事業計画 

の実施又は事業計画の実施準備を行っている状況が確認できない場合は、補助金の支給ができま 

せんので、ご注意下さい。 
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【補助対象経費について】 

Q：事業計画の作成経費は補助金の対象ですか？ 

A：交付決定日以降に係る経費が補助対象となります。 

このため、補助金応募に係る事業計画の作成経費は対象となりません。 

 

Q：補助対象経費は税抜の金額が対象となるのですか？ 

A：その通りです。消費税を抜いた金額が対象となります。税込金額となっている経費について 

は、消費税を割り戻して計算された金額が対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q：店舗等借入費について、本人又は親族・兄弟が所有する不動産を事務所等として使用し

た場合の賃料は補助対象ですか？ 

A：本人又は三親等以内の親族が所有する不動産等に係る経費については、補助対象となりま 

  せん。また補助事業に関わる者（従業員、共同実施者等）が所有する不動産等に係る経費

も補助対象となりません。 

Q：駐車場の賃借料は従業員用も対象になりますか？ 

A：事業に直接関係のない従業員専用の駐車場は対象となりません。事業車両用、来客用等が 

対象となります。 

Q：ウェブサイト運用に係るホスティング費用は対象になりますか？ 

A:【リース・レンタル費】として事業期間内のものが対象となります。 

Q:ソフトウェア等のサブスクリプション（月額利用料等）は補助対象となりますか？ 

A:事業専用性の高いソフトであり、事業期間内のものが対象となります。 

 【リース・レンタル費】として申請してください。 

Q：機械装置等費について、中古品は対象でしょうか？ 

A：中古品については、価格根拠、妥当性等の判断が困難なため補助対象経費として認めて 

いません。 

Q：機械装置等費について、ソフトウェア等の購入費は対象になりますか？ 

A:本事業遂行に直接必要な専門的ソフトウェアは補助対象となります。 

 ただし、会計・労務管理ソフト等の汎用性の高いものは対象となりません。 

Q：機械装置等費について医療機器は、どこまで対象となりますか？ 

A：公的医療（保険診療）を行うための医療機器等は対象となりません。 

Q：自宅で開業することは可能ですか？ 

A：住居兼店舗等については、店舗等専有部分に係るもののみが対象となります。対象経費と 

なるためには、間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供されておらず、かつ動線を

共有していないなど住居と店舗等が明確に区別されている必要があります。 
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【応募手続きについて】 

Q：現在、県外在住ですが、島根県で起業したい場合は、応募することはできますか？ 

A：応募できます。ただし、本事業の補助事業期間完了日までに島根県内に居住していただ 

 く必要があります。 

また、応募にあたっては、申請される事業が起業予定地の地域課題解決に繋がるものであ 

るかどうか事前に確認いただく必要がありますので、まずは起業予定地の市町村窓口にて 

ご相談ください。 

 

 

【審査・採択について】 

Q：事業計画書は何が重視されるのですか？ 

A：事業計画は、公募要領に記載されている「補助対象事業の内容」全てに該当することが必 

要となります。よって、社会性、事業性、必要性、デジタル技術の活用が明確であること

が必要となります。 

 

Q：書類審査だけですか？ 

A：事前審査（書類審査）を通過した方は、審査委員会にて事業計画のプレゼンテーション 

  を行っていただきます。この上で、審査委員会において「審査・採択基準」に基づき審 

  査を行い採択を決定します。 

 

 

【補助金の交付について】 

Q：補助金を概算払いでもらうことは可能ですか？ 

A：概算払いは実施していません。精算払いのみです。 

 

Q：事業完了後の補助金交付についてはどのような手続きで交付されるのですか？ 

A：指定する期日までに、経費支出の証拠書類等を添付した実績報告書を提出していただ 

き、内容を確認した上で補助金額を確定し交付します。 

 補助金の交付決定額は、補助限度額を明示するものであり、補助金支払額を約束するも 

 のではありませんのでご留意ください。 

 

 

【実績報告（証拠書類）について】 

Q：経費の支払い方法は現金でもいいですか？ 

A：原則、銀行振込です。銀行振込とは自身または自社の銀行口座を通して行う支払いで 

す。取引がわかる通帳の写し等の提出が必要となります。 

 ※銀行窓口やＡＴＭから現金で送金した場合は、対象となりません。 

 

 

【交付決定後の注意事項について】 

Q：補助対象事業終了後、５年間は事業化状況を事務局へ報告する必要がありますが、どの 

 ようにすればいいのですか？ 

A：事業化状況報告書に決算関係書類を添えて、事務局へ提出していただきます。 

 

Q：何故５年間の事業化報告が必要なのですか？ 

A：補助事業の効果、経過を適切に把握するためです。補助金を受けるための義務付けられ 
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た要件ですので、報告をお願いいたします。 

 

Q：補助金で購入したものが破損・故障し処分することになった場合、どのような手続きが 

必要ですか？ 

A：必ず処分する前にご相談ください。なお、取得財産管理台帳に記載したものは、「取得 

財産等処分承認申請書（様式16）」の提出が必要となります。 

 

 

 


